
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人浜松医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

78 （通勤手当）

356 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

49 （通勤手当）

281 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

24 （通勤手当）

281 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

348 （単身赴任手当）

281 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

2,520 2,520 0 0 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

49 （通勤手当）

281 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

2,520 2,520 0 0 （　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

12,993 9,360

3,3039,36012,993

3,303

3,3039,36013,292

12,968 9,360

監事A

監事B
（非常勤）

前職

A監事

B監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

16,491

法人の長

理事A

理事D
（非常勤

理事B

理事C

法人での在職期間

法人の長

摘　　要

A理事

B理事

C理事

D理事
（非常勤）

11,868 4,189

3,303

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

改定なし

改定なし

国立大学法人浜松医科大学役員給与規程により、勤勉手当については、学長が国立大学
法人評価委員会の業績評価の結果及びその者の職務実績、貢献度等を総合的に判断し、
経営協議会の議を経て、その額の１００分の１０の範囲内で増減することができることとして
いる。

改定なし

改定なし

改定なし
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２３年度における給与制度の主な改正点

  
　
　

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当

（査定分）

制度の内容
基準日以前６ヶ月以内の期間における勤務成績。

本給月額 勤務成績が良好以上でかつ、昇格の基準に達した者は、１級上位の級に昇格させることができる。

（昇格）

本給月額 一定期間を良好以上の成績で勤務した場合に４号給～８号給の範囲内で昇給させることができる。

（昇給）

人件費管理は、中期目標期間中の人件費予算の展開を踏まえ、中長期的な観点に立ち、
適切な管理を行うこととし、総人件費改革における人件費削減についても組織の再編等に
よる業務の合理化・効率化を推進し、適切な人件費管理を図るものとする。

国からの運営費交付金の措置されていることや政府決定を踏まえ、国家公務員の給与水
準を十分考慮し、給与決定を行っている。

勤務成績の給与への反映については、評価制度や勤務の実態に即した方法（勤務箇所で
の調査に基づいた優秀者の推薦）等により、実施している。

国家公務員の給与改定に準拠し、平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平
成22年1月1日において昇給した職員について、平成23年4月1日における号俸は、1号俸上
位の号俸とした。

2



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

843 41.9 5,712 4,301 40 1,411
人 歳 千円 千円 千円 千円

149 46.6 5,593 4,203 60 1,390
人 歳 千円 千円 千円 千円

224 48.3 7,919 5,947 37 1,972
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 53.5 5,123 3,860 71 1,263
人 歳 千円 千円 千円 千円

360 36.2 4,619 3,489 33 1,130
人 歳 千円 千円 千円 千円

90 38.9 4,868 3,674 33 1,194
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

28 41.1 6,639 5,017 62 1,622
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 41.1 6,639 5,017 62 1,622

人 歳 千円 千円 千円 千円

33 41.6 3,705 2,778 48 927
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 41.8 2,939 2,220 58 719
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 48.2 4,959 3,679 25 1,280
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 47.7 4,105 3,054 42 1,051
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 35.6 3,479 2,627 53 852
注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：常勤職員区分の外国人教師等、その他の医療職種（看護師）及び再任用職員区分の事務・技術については、
該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「平均年齢」以下については
記載しない。

注3：技能・労務職員とは国の行政職（二）にあたり、本学においては調理師、看護助手等の職務にあたる。

うち賞与平均年齢
平成２３年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

常勤職員（年俸制）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（病院看護師）

その他の医療職種
（看護師）

技能・労務職種

教育職種
（大学教員）

非常勤職員

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

局長 1 － － － －
次長（部長） 2 － － － －
課長 7 54.2 7,223 7,724 8,248
課長補佐 16 53.7 6,261 6,387 6,520
係長 70 51.9 5,798 5,965 6,312
主任 27 40.6 4,133 4,697 4,896
係員 26 30.8 3,115 3,536 3,796

注：事務・技術職員の局長及び次長については、該当者が２名以下であるため、当該個人に関する情報が特定される

注：教育職員の28～31歳の年齢構成の職員が４名以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが

おそれがあることから、平均年齢及び年間給与の平均額は記載していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員分布状況を示すグループ 平均年齢

　　あることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 55 55.6 9,437 10,194 10,840

准教授 43 51.2 8,083 8,467 8,803

講師 40 46.6 7,212 7,717 8,338

助教 96 43.0 5,940 6,429 6,801

教務職員 5 45.7 5,076 5,168 5,216

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 － － － －

副看護部長 3 54.8 － 6,733 －

看護師長 24 51.5 6,244 6,400 6,602

副看護師長 60 46.0 5,296 5,662 6,161

看護師 271 32.3 3,572 4,153 4,545

准看護師 1 - - - -

注１：医療職員（病院看護師）の看護部長については、該当者が１名であるため、当該個人に関する情報が特定される

注２：医療職員（病院看護師）の副看護部長については、該当者が３名以下であるため、当該個人に関する情報が特定

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

おそれがあることから、平均年齢及び年間給与の平均額は記載していない。

されるおそれがあることから、第１・第３分位の事項については記載しない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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③

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級

標準的 一 般 係 員 一 般 係 員 主 任 係 長 課 長 補 佐 課 長

技 術 職 員 技 術 職 員 係 長 専 門 職 員 課 長

専 門 職 員 技術専門職員 技 術 専 門 員

な職位 技術専門職員 課 長 補 佐
人 人 人 人 人 人 人

149 12 19 90 15 7 3

（割合） （　8.1%） （12.8%） （60.4%） （　10.1%） （　4.7%） （　2.0%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳

45 ～ 24 30 ～ 38 59 ～ 35 57 ～ 47 55 ～ 46

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,719～
2,213

3,492～
2,494

5,002～
3,008

4,804～
4,375

5,868～
4,823

千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,618～
2,923

4,517～
3,295

6,652～
3,990

6,522～
5,934

7,578～
6,583

区分 計 7級 8級

標準的 次 長 局 長

な職位
人 人 人

2 1

（割合） （　1.3%） （　0.7%）
歳 歳

～ ～
千円 千円

～ ～
千円 千円

～ ～

注：事務・技術職員の６級、７級及び８級については、該当者が３名以下であるため、当該個人に関する情報を特定される
おそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載していない。

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

標準的 教 務 職 員 助 教 講 師 准 教 授 教 授

な職位
人 人 人 人 人 人

224 5 87 39 41 52

（割合） (2.2%) (38.8%) (17.4%) (18.3%) (23.2%)
歳 歳 歳 歳 歳

59～38 64～30 61～36 63～38 64～42

千円 千円 千円 千円 千円

4,062～3,717 5,756～3,701 6,804～4,790 6,992～5,307 9,346～6,203

千円 千円 千円 千円 千円

5,445～4,911 7,528～4,844 8,874～6,396 9,393～7,24913,052～8,567

区分 計 1級 2級

標準的

な職位
人 人 人

15 8 7

（割合） （53.3%） （46.7%）

歳 歳

53～29 54～44

千円 千円

6,349～4,039 8392,～4,832

千円 千円

8,400～5,400
11,100～
66,000

注：教育職員（大学教員）年俸制の１級及び２級については、標準的な職員が混在している。

助教～准
教授

助教～教
授

 職級別在職状況等（平成２4年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病
院看護師））

（事務・技術職員）

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

（教育職員（大学教員）年俸制以外）

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

（教育職員（大学教員）年俸制）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員
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区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 ６級

標準的 准 看 護 師 看 護 師
副 看 護 師

長
看 護 師 長

副 看 護 部
長

看 護 部 長

な職位
人 人 人 人 人 人 人

360 1 271 60 24 3 1

（割合） （　0.3%） （　75.3%） （　16.7%） （　6.7%） （　0.8%） （　0.3%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ 58 ～ 23 59 ～ 29 59 ～ 42 ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～ 4,756～2,442 5,017～3,141 5,324～4,237 ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円

～ 6,174～3,227 6,679～4,175 7,151～5,707 ～

注：医療職員（病院看護師）の５級、４級及び１級については、該当者が３名以下であるため、当該個人に関する情報を特定さ
おそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載していない。

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

61.3 64.1 62.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.7 35.9 37.3

％ ％ ％

         最高～最低 48.2～32.6 43.2～30.2 44.7～32.5

％ ％ ％

65 67.6 66.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35 32.4 33.7

％ ％ ％

         最高～最低 38.4～31.7 37.8～29.3 36.3～30.4

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.8 60.8 59.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

42.2 39.2 40.7

％ ％ ％

         最高～最低 48.2～36.9 44.9～34.3 46.5～35.6
％ ％ ％

65 67.6 66.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

32.6 32.6 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～31.9 37.8～29.5 39.1～30.7

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 　　～　　 　　～　　 　　～　　
％ ％ ％

64.2 66.9 65.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.8 33.1 34.4

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～32.7 37.8～29.5 36.3～31.7

注：医療職員（病院看護師）の５級については、該当者が1名以下であるため、当該個人に関する情報を特定される
おそれがあることから、記載していない。

賞与（平成23年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病
院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

（医療職員（病院看護師））

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)
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⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 79.7
対他の国立大学法人等 92.8

（教育職員（大学教員））
対他の国立大学法人等 92.1

（医療職員（病院看護師））
対国家公務員（医療職（三）） 97.4
対他の国立大学法人等 96.8

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８５．２

参考 学歴勘案　　　　　　 ８０．５

地域・学歴勘案　　　８５．８

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 ９７．０

参考 学歴勘案　　　　　　 ９５．８

地域・学歴勘案　　　９７．８

○教育職員(大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　89.5

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に平成23年度の教育職員

（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。（なお、平成19年度までは教育職員

（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一）との給与水準（年額）の比較指標である。）

○比較対象職員の状況

　年俸制適用者以外に①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の224人及び年俸制適用者に係る①表（職種別

支給状況）の常勤職員数の28人　計　252人　252人の平均年齢　47.7歳、平均年間給与額　7,668千円

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教
育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

講ずる措置
「対国家公務員」において、指数７９．７と基準（１００）を超えない範囲であ
り、今後とも引き続き給与水準の維持に努める。

項目

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　23．5％
（国からの財政支出額　5,787百万円、支出予算の総額　24,576百万円：平
成23年度予算）

指数の状況

【主務大臣の検証結果】
「給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて

講ずる措置
「対国家公務員」において、指数９７．４と基準（１００）を超えない範囲であ
り、今後とも引き続き給与水準の維持に努める。

指数の状況

対国家公務員　　７９．７

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　23．5％
（国からの財政支出額　5,787百万円、支出予算の総額　24,576百万円：平
成23年度予算）

【主務大臣の検証結果】
「給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて

　給与水準の適切性の
　検証

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成22年度決算）

【検証結果】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は23.5%であり、累積欠
損金もないことから、給与水準については適切であると考える。

内容

対国家公務員　　９７．４

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成22年度決算）

【検証結果】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は23.5%であり、累積欠
損金もないことから、給与水準については適切であると考える。

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

項目 内容

　給与水準の適切性の
　検証
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２３年度）

前年度
（平成２２年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

6,266,341 5,929,249 5,936,039 5,907,941 5,791,579 5,590,909 5,634,042

△5.4 △5.3 △5.7 △7.6 △10.8 △10.1

△5.4 △6.0 △6.4 △5.9 △7.6 △6.7

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による

人事院勧告を踏まえた官民の給与格差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成１８年、

平成１９年、平成２0年、平成２1年、平成２２年及び平成２３年の行政職（一）職員の年間平均

給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4%、▲1.5%及び▲0.23%である。

注2：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に

算出した平成17年の人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連することについて
役員：　検討中
職員：　労使交渉中

102,013 (   10.2%)

(   69.5%) (   69.5%)

446,141

219,786

(   0.77%)

(    8.6%)10,191,636 9,380,563 811,073 811,073(    8.6%)

給与、報酬等支給総額

(   10.2%)

(   18.0%) 446,141 (   18.0%)2,474,110

316,427 219,786
退職手当支給額

5,634,042 5,590,909

非常勤役職員等給与

人件費削減率
（％）

区　　分

(   0.77%) 43,133

中期目標期間開始時（平
成22年度）からの増△減比較増△減

43,133

2,920,251

人件費削減率（補正値）
（％）

536,213

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

最広義人件費

102,0131,101,130 999,117
福利厚生費

①「給与、報酬等支給総額」について、国家公務員の給与が引き下げられたことに伴い、H22.10から本学においても国
家公務員の給与に準拠し引き下げを行ったが、H23.4.1国家公務員に準拠して若手職員の号俸数の調整等による人件
費増加により前年度比として人件費は約0.77%と微増した。また最広義人件費については、７対１看護維持のため看護師
の採用数の増加により非常勤役職員等の人件費は増加したため、約8.6%の増加となった。
②行政改革法、「行政改革の重要方針」（H17.12.24閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、中
期目標及び中期計画に基づき具体案（退職者の後任不補充等）を決定し実行している。人件費削減の進捗状況は下記
表「総人件費改革の取組状況」を参照のこと。
・当年度まで各年度の人件費削減率
　　計算式＝（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×１００
・当年度までの各年度の人件費削減率（補正値）
　　計算式＝（（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×１００）－（基準年度から
　　　　　　　　　当年度までの各年度の行政職（一）職員の平均年間給与の増減率の和）

③総人件費改革の基準年度（平成17年度）の予算担当額をベースに平成23年度までに概ね5%の削減に取り組む。
・当年度の「給与、報酬等支給総額」　　　　5,634,042（千円）・・・ａ
・平成17年度「人件費予算相当額」　　　　  6,266,341（千円）・・・ｂ
　　　　　　　　　　人件費の削減率（対人件費予算相当額）　△10.1 = （ a － b ）　÷　b　×　１００
【主務大臣の検証結果】
　「給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き
適正な給与水準の維持に努めていただきたい。」
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